
  

（弁護団 左から発言する吉村弁護士     （挨拶する長山全大教書記長） 

と堀弁護団長） 

本来の司法の役割をも問う控訴審，始まる!! 

       70名が傍聴支援に参加!!  
 

控訴状，控訴理由書を痛烈・明快に陳述 

 6月 15日（月）13時 30分から福岡高等裁判所 501法廷で，福岡教育大学未払い賃金請求訴訟

の控訴審第 1回が行なわれました。 

 公判では，控訴状と控訴理由書について，原告団の岡俊房氏（福岡教育大学教職員組合書記長）と

弁護団の吉村弁護士が意見陳述しました。岡氏は，今回の控訴は①国立大学法人で働く者の権利

は労働法制のもとでいかに保障されるべきか，②国立大学法人において「学問の自由」と「大学

の自治」はいかに保障されるべきかという 2点にくわえて，③司法はいかにあるべきかを問うも

のであることを陳述しました。そのなかで岡氏は，2015年 1月 28日の福岡地裁判決が「国民は，

司法に対して，信頼も期待もできなくなってしま」う不当なものであることを痛烈に指摘しまし

た。 

 つづいて，吉村弁護士は控訴理由が①労働契約法第 10 条の解釈適用の誤り，②労働契約法第

10 条要件判断の誤り，③地裁判決では国立大学法人職員の労働基本権が否定されることになる

こと，④地裁判決には多くの事実認定の誤りや判断遺脱があることの 4点にあると明快に陳述し

ました。 

 傍聴には 70 名を越える方が参加し，傍聴席をほぼ満席にして公判を見守りました。福岡教育

大学教職員組合以外からは，全大教（長山書記長以下 6名），加盟単組の山口大（2名），九州工業大

（3名），九州大（3名），佐賀大（4名），大分大（7名），熊本大（6名），鹿児島大（1名）の計 32 名

が参加しました。記者席では 6名の記者が傍聴していました。 

 

   

報告集会にも 40名が参加!! 

 公判終了後，「アーバン・オフィス天神」の会議室で報告集会が開かれ，弁護団長の解説を学

習しました。裁判所から徒歩 10分と離れた会場であったにもかかわらず，報告集会にも 40名の

方が熱心に参加しました。 

 

 

第 2回公判は 9月 7日。山口・九州地区の単組は傍聴支援のご準備を 

控訴審第 2回公判は，9月 7日（月）11:30から，同じく福岡高裁 501法廷で行なわれます。

控訴審の争点は，私たち国立大学法人の労使関係を左右するだけでなく，司法への信頼に関わる

ものです。月曜日は参加しにくい曜日ですが，次回は幸いにも夏休み期間中です。傍聴席を満席

以上にできるよう，山口・九州地区の単組は傍聴支援行動への参加をご準備ください。 

                 （全大教闘争本部委員 伊藤正彦） 
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（報告集会の会場）      （原告団 左から金光・西崎・岡の三氏） 

 


